
議案第３３号 

グリーンパーク山東条例の一部を改正する条例について 

 グリーンパーク山東条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定することについて議会の

議決を求める。 

 

  平成２９年３月６日提出 

米 原 市 長  平 尾 道 雄 

 

 

提案理由 

 グリーンパーク山東を構成する施設のうちミニゴルフ場を芝生広場とするため、この案を提

出するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   グリーンパーク山東条例の一部を改正する条例 

 

 グリーンパーク山東条例（平成 17年米原市条例第 134号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第５号中「ミニゴルフ場」を「芝生広場」に改める。 

 別表第１ミニゴルフ場の項を削る。 

 別表第２中 

「 

ミニゴルフ場 

金額 

3,000円 

１ 付帯設備の使用については、規則で定める額を徴収する。 

を 

」 

削る。 

 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



グリーンパーク山東条例新旧対照表 

改正後 現 行 

グリーンパーク山東条例 グリーンパーク山東条例 

第１条 略 第１条 略 

(施設の構成) (施設の構成) 

第２条 グリーンパーク山東（以下「グリーンパーク」という。）は、次に掲げる施

設をもって構成する。 

第２条 グリーンパーク山東（以下「グリーンパーク」という。）は、次に掲げる施

設をもって構成する。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

(５) 芝生広場 (５) ミニゴルフ場 

(６)～(15) 略 (６)～(15) 略 

第３条～第18条 略 第３条～第18条 略 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

区分 時間 

略 

屋内多目的運動広場 午前９時～午後10時 

略 
 

区分 時間 

略 

屋内多目的運動広場 午前９時～午後10時 

ミニゴルフ場 午前８時30分～日没 

略 
 

別表第２（第７条、第17条関係） 別表第２（第７条、第17条関係） 

宿泊研修棟 略 宿泊研修棟 略 

宿泊研修棟 略 宿泊研修棟 略 

コテージ 略 コテージ 略 

工芸館 略 工芸館 略 

屋内多目的運動広場 略 屋内多目的運動広場 略 



 ミニゴルフ場  

金額 

3,000円 
 

  １ 付帯設備の使用については、規則で定める額を徴収する。 

テニスコート 略 テニスコート 略 

イベント広場 略 イベント広場 略 

屋内ゲートボール場 略 屋内ゲートボール場 略 

屋外ゲートボール場 略 屋外ゲートボール場 略 

林間キャンプ場 略 林間キャンプ場 略 

アスレサーキット場 略 アスレサーキット場 略 

田園空間コミュニティ施設 略 田園空間コミュニティ施設 略 

  

   付 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

  

 

 


